
同得点の場合の順位決定について（総合順位）
総合得点が同得点の場合は、以下の順で順位を決定する。
１．優勝種目の多かったチーム（夏季・秋季合せて）
２．準優勝種目の多かったチーム（夏季・秋季合せて）
３．３位の種目の多かったチーム（夏季・秋季合せて）
４．前年度の成績順位の良いチーム（夏季・秋季合せて）
※それでも決しない場合、令和５年度は特例として６位以下のチームは同位とする。６位以内のチーム



で同得点の場合は、代表者５名によりジャンケンで決する。


